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明
治
初
年
の
東
北
地
方
に
お
け
る
官
立
学
校
に
つ
い
て

―
山
形
藩
校
と
学
而
館
の
事
例
を
中
心
に
―

佐

藤

愛

未

※
地
域
創
成
学
科

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
近
代
教
育
制
度
で
あ
る
「
学
制
」
が
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

八
月
に
発
布
さ
れ
、「
国
民
皆
学
」
が
目
指
さ
れ
る
１
。
こ
の
制
度
は
前
年
の
廃

藩
置
県
の
直
後
に
置
か
れ
た
文
部
省
に
よ
っ
て
、
全
国
に
実
施
す
る
学
校
制
度

を
確
立
す
る
た
め
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
欧
米
先
進
国
の
教

育
制
度
を
参
考
に
し
つ
つ
、日
本
の
近
代
教
育
の
基
礎
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
の
教
育
は
、
近
世
以
降
幕
藩
体
制
下
で
寺
子
屋
や
私
塾
が
生
ま

れ
、
全
国
諸
藩
が
各
藩
に
必
要
な
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
藩
士
の
子
弟
教
育

の
場
と
し
て
藩
校（
藩
黌
）２
を
設
け
、
こ
れ
ら
は
独
自
に
発
展
し
、
当
時
の
教

育
基
盤
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
ら
の
教
育
機
関
は
、
明
治
以
降
ど
の
よ
う
に
継

続
、
移
行
も
し
く
は
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
該
期
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
戊
辰
戦
争
を
経
て
地
方
制
度
も
大

き
く
一
新
さ
れ
、
当
該
期
の
地
方
制
度
３
の
変
革
に
伴
い
、
府
藩
県
の
職
制
が

新
た
に
設
け
ら
れ
た
ほ
か
、
藩
政
改
革
な
ど
が
実
施
さ
れ
組
織
や
体
制
が
変
化

し
て
い
っ
た
。
そ
の
改
革
の
な
か
で
、
学
制
が
発
布
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
各
府

藩
県
の
教
育
状
況
に
つ
い
て
藩
校
を
基
に
分
析
し
た
４
。
す
る
と
、
東
北
諸
藩

に
置
か
れ
た
藩
校
の
多
く
は
、
廃
藩
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
場
合
が
大
半

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
が
、
一
方
で
新
た
に
設
立
さ
れ
た
県
に
移
管
さ

れ
、
官
立
学
校
と
し
て
運
営
が
継
続
さ
れ
た
事
例
（
山
形
県
、
盛
岡
県
）
も
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
学
制
」
が
だ
さ
れ
る
ま
で
の
明
治
初
年
の
山
形
県
に

移
管
さ
れ
た
山
形
藩
校
立
誠
堂
を
中
心
と
し
た
官
立
学
校
、
お
よ
び
同
時
期
に

酒
田
民
政
局
時
代
に
新
設
さ
れ
た
学
而
館
の
設
立
か
ら
廃
校
ま
で
を
調
査
分
析

し
て
、
近
代
教
育
制
度
の
政
策
終
了
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
を
行
う
。
そ
の
た

め
、
各
組
織
に
お
け
る
教
育
政
策
の
継
続
お
よ
び
、
終
了
を
確
認
す
る
基
礎
的

な
分
析
と
な
る
た
め
、
各
藩
校
に
お
け
る
教
育
内
容
や
、
藩
校
教
育
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
成
果
な
ど
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
や
別
稿
へ
譲
る
こ
と
と
し

た
い
。
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一

藩
校
か
ら
官
立
学
校
へ

（
１
）
山
形
藩
校
立
誠
堂

近
世
期
、
全
国
諸
藩
が
藩
士
お
よ
び
藩
士
の
子
弟
教
育
の
場
と
し
て
学
校

を
設
立
・
経
営
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
教
育
機
関
は
藩
校
と
呼
ば
れ
、
多

く
は
藩
政
改
革
の
一
環
と
し
て
設
置
さ
れ
人
材
育
成
の
場
と
な
っ
た
。
東
北

（
陸
奥
国
・
出
羽
国
）
の
藩
校
設
置
状
況
は
、
廃
藩
置
県
が
あ
っ
た
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
ま
で
に
、
約
五
十
五
藩
中
三
十
五
藩
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
全

体
の
半
数
以
上
の
藩
が
設
置
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
戊
辰
戦
争
以
前
に

設
置
さ
れ
た
も
の
、
戊
辰
戦
争
後
に
新
設
さ
れ
た
も
の
、
大
名
の
転
封
に
伴

い
元
の
藩
に
あ
っ
た
藩
校
を
移
管
さ
せ
受
け
継
い
だ
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
藩
校
は
、
藩
が
運
営
す
る
教
育
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
版
籍
奉

還
、
廃
藩
置
県
な
ど
に
よ
り
藩
が
廃
止
と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
と
と
も
に
廃
校

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
形
藩
の
藩
校
「
立
誠
堂
」
は
、
廃
校
と
は
な
ら

ず
官
立
移
管
さ
れ
て
、
県
へ
と
引
き
渡
さ
れ
た
。
東
北
地
方
で
の
藩
校
が
官
立

学
校
と
し
て
移
管
さ
れ
た
例
は
、
現
時
点
で
把
握
で
き
た
も
の
と
し
て
、
盛
岡

藩
校「
作
人
館
」と
こ
の
山
形
藩
校「
立
誠
堂
」の
二
校
の
み
で
あ
る
５
。
た
だ
、

後
述
す
る
が
、
明
治
四
年
十
一
月
の
第
一
次
府
県
統
合
の
際
、
山
形
県
下
に
編

入
さ
れ
た
旧
藩
領
の
藩
校
が
継
続
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
は
じ
め
に
官
立
学
校
と
し
て
山
形
県
へ
移
管
さ
れ
た
こ
の
山
形
藩
校

「
立
誠
堂
」が
ど
の
よ
う
に
し
て
官
立
化
し
た
の
か
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

山
形
藩
「
立
誠
堂
」
に
つ
い
て
は
『
山
形
市
史
』
や
『
山
形
県
教
育
史
』６
、
川

瀬
同
７
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
こ
ち
ら
に
依
拠
し
て
ま
と
め
て
い

く
こ
と
と
す
る
８
。

ま
ず
、「
立
誠
堂
」
は
、
水
野
氏
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
藩
校
で
あ
る
。
水

野
氏
は
唐
津
藩
主
時
代
の
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
藩
校
「
経
誼
館
」
を
設
置

し
、
浜
松
へ
移
封
後
は
当
時
の
藩
主
水
野
忠
邦
が
江
戸
の
国
学
者
で
あ
る
塩
谷

宕
蔭
を
藩
政
顧
問
と
し
て
招
聘
し
て
、
経
誼
館
の
充
実
を
図
っ
た
。
そ
の
後
、

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
山
形
藩
主
で
あ
っ
た
秋
元
志
朝
が
上
野
館
林
へ
転

封
す
る
こ
と
を
受
け
て
、
水
野
忠
精
が
そ
の
後
に
入
っ
て
新
た
に
藩
校
を
設
け

る
こ
と
と
な
る
。

山
形
藩
で
は
塩
谷
宕
蔭
の
献
策
に
よ
っ
て
「
立
誠
堂
」
が
設
置
さ
れ
、
校
舎

は
山
形
城
二
の
丸
大
手
門
前
に
置
か
れ
た
。
建
物
は
、立
誠
堂
と
各
稽
古
場（
弓

術
・
槍
術
・
剣
術
）、
兵
学
所
・
算
学
所
な
ど
で
あ
り
、
漢
学
を
主
と
し
て
、
国
史
・

算
法
・
兵
学
、
そ
の
ほ
か
武
術
９
を
学
ん
だ
。
職
員
は
、
都
司
学
督
一
名
、
学

監
三
名
、
教
授
・
助
教
・
授
読
・
副
授
読
が
置
か
れ
る
。
藩
校
経
費
は
年
五
〇

両
余
で
浜
松
時
代
の
半
分
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
、
戊
辰
戦
争
を
経
て
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
は

な
い
が
、
水
野
忠
弘
が
明
治
三
年
七
月
に
近
江
国
朝
日
山
藩
へ
移
転
す
る
際
に

県
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
山
形
藩
校
と
し
て
の
機
能
は
戊
辰
戦
争

後
も
果
た
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
版
籍
奉
還
を
受
け
て
、
各
藩
で
は
藩

政
改
革
の
一
環
で
教
育
方
針
お
よ
び
藩
校
運
営
の
改
革
も
実
施
さ
れ
た
藩
が
多

く
あ
る
。
そ
の
た
め
、こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
今
後
も
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。

（
２
）
山
形
県
成
立
と
官
立
学
校
誕
生

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
三
年
七
月
に
山
形
藩
の
藩
知
事
で
あ
っ
た
水

野
忠
弘
が
近
江
国
朝
日
山
藩
へ
移
転
し
た
こ
と
に
よ
り
、
酒
田
県
（
第
一
次
）
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へ
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
同
年
九
月
、
酒
田
県
が
山
形
へ
移
っ

た
こ
と
に
よ
り
明
治
政
府
の
直
轄
県
と
し
て
山
形
県
が
設
置
さ
れ
た
。
学
制
が

発
布
さ
れ
る
明
治
五
年
時
点
で
は
、
山
形
県
・
置
賜
県
・
酒
田
県
（
第
二
次
）

の
三
県
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
山
形
県
が
編
成
さ
れ
る
ま
で
の
状
況
を
整
理

し
て
い
き
た
い
。

「
山
形
県
（
明
治
二

年
〜
明
治
四
年
第
一
次

府
県
統
合
ま
で
の
変

遷
）」
よ
り
、
山
形
県

に
編
入
さ
れ
た
場
所
に

あ
っ
た
旧
藩
を
調
べ
て

み
る
と
、
藩
校
を
設
置

し
て
い
た
五
藩
が
あ
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
が
、【
表

１
】の
藩
で
あ
る
。

こ
の
五
藩
は
本
来

で
あ
れ
ば
、
廃
藩
が
決
定
し
た
時
点
で
藩
校
も
廃
校
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
だ

が
、
山
形
藩
校
立
誠
堂
は
明
治
三
年
閏
十
月
一
日
付
で
官
立
学
校
立
誠
堂
（
山

形
学
校
立
誠
堂
）と
名
称
が
変
更
さ
れ
、
県
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。

府
県
学
校
に
つ
い
て
、
明
治
二
年「
東
北
府
県
学
校
設
立
申
立
」
か
ら
確
認

し
て
い
く
。

府
県
学
校

一
、
府
県
新
ニ
学
校
ヲ
建
政
化
ヲ
裨
補
ス
ヘ
シ

但
其
学
ノ
或
一
箇
所
二
三
箇
所
ハ
府
県
ノ
大
小
ニ
ヨ
リ
冝
ヲ

観
ル
ヘ
シ
諸
藩
ト
リ
ト
モ
米
地
少
ナ
ル
モ
ノ
ハ
旁
県
ト
図
リ

協
力
シ
テ
営
造
ス
ヘ
キ

一
、
府
県
ノ
学
校
ハ
東
京
大
学
校
ヨ
リ
管
轄
ス
ヘ
シ

一
、
学
規
ハ
大
学
校
ノ
頒
ツ
処
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ

一
、
教
員
ハ
大
学
校
ヨ
リ
交
代
ス
ヘ
シ
府
県
ニ
其
人
ア
ル
時
ハ
知
事
コ
レ

ヲ

撰
ス
ヘ
シ

一
、五
年
ニ
一
度
郷
学
ヲ
以
士
ヲ
大
学
ニ
貢
シ
試
業
ヲ
受
ヘ
シ

一
、
学
校
ノ
営
造
若
ハ
修
繕
ノ
時
其
地
ノ
士
籍
民
籍
ヲ
論
セ
ス
凡
有
力
者

ハ
金
ヲ
醵
シ
役
ヲ
助
ル
ヲ
許
ヘ
シ

府
県
学
校
の
設
置
は
府
県
の
大
小
に
よ
っ
て
設
け
、
諸
藩
へ
も
石
高
が
少
な

い
藩
に
つ
い
て
は
近
隣
藩
と
協
力
し
て
営
造
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
管
轄
が

東
京
大
学
校
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
各
府
県
、
お
よ
び
諸
藩
は

府
県
学
校
の
創
設
に
着
手
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

『
山
形
市
史
』
及
び
「
府
県
史
料
」
山
形
県
史
政
治
之
部
学
校
（
以
下
、「
府

県
史
料
」）で
確
認
す
る
と
、
官
立
学
校
は
次
の【
表
２
】
の
よ
う
に
記
載
が
さ

れ
て
い
た
。

立
誠
堂
の
ほ
か
に
も
、
旧
新
庄
藩
の
藩
校
明
倫
堂
、
旧
天
童
藩
の
藩
校
養
生

館
、
旧
上
山
藩
の
藩
校
明
新
館
の
三
校
も
官
立
学
校
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
記
録
は
明
治
五
年
三
月
に
文
部
省
へ
報
告
し
た
情
報
で
あ
り
、
こ
の
当
時

の
教
官
数
や
生
徒
数
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
確
認
出
来
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
立
誠
堂
以
外
の
三
校
が
官
立
学
校
へ
編
入
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
天
童
県
が
廃
止
さ
れ
、
山
形
県
へ
編
入
さ
れ
た
際
の
状
況
が
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次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る（「
府
県
史
料
」）

四
年
辛
未
九
月
五
日
此
ヨ
リ
前
天
童
県
ヲ
廃
シ
本
県
ニ
合
セ
ラ
ル
々
ニ
ヨ

リ
元
天
童
県
ヨ
リ
学
校
将
来
ノ
措
置
方
法
ヲ
本
県
ニ
稟
ス
、
於
是
追
テ
一

般
ノ
制
度
公
示
セ
ラ
ル
ヽ
迄
経
費
ヲ
減
シ
一
ヶ
月
二
拾
円
内
外
ノ
経
費
ヲ

以
暫
ク
旧
慣
ニ
ヨ
リ
テ
之
ヲ
存
セ
シ
メ
仍
ホ
之
ヲ
大
蔵
省
ニ
具
申
ス

同
年
七
月
一
四
日
の
廃
藩
置
県
を
う
け
て
、
天
童
県
が
山
形
県
に
統
合
さ
れ

る
際
に
天
童
県
の
学
校
の
措
置
に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
今
後
明
治

政
府
か
ら
の
制
度
が
公
示
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
経
費
減
額
の
上
で
旧
慣
に
従
っ

て
運
用
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
大
蔵
省
へ
も
具
申
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

推
測
す
る
と
天
童
藩
が
廃
藩
と
な
っ
た
後
も
、
天
童
藩
校
の
養
正
館
及
び
関
連

施
設
は
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
同
年
十
一
月
の
第

一
次
府
県
統
合
の
際
に
、
山
形
県
へ
組
み
込
ま
れ
た
村
山
郡
・
最
上
郡
に
位
置

す
る
新
庄
県
、
上
山
県
に
置
か
れ
て
い
た
旧
藩
校
も
廃
藩
後
も
そ
の
ま
ま
存
続

し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
山
形
県
の
官
立
学
校
と
し
て
移
管
さ
れ
た
こ
と

が
伺
え
る
。

そ
の
後
、
明
治
五
年
一
月
に
は
、
前
年
の
第
一
次
府
県
統
合
に
て
官
立
学
校

と
し
て
文
部
省
・
大
蔵
省
に
稟
請
し
て
、
立
誠
堂
を
正
式
に
官
立
学
校
と
す
る

こ
と
の
許
可
を
得
て
、
経
費
に
つ
い
て
も
「
従
来
設
置
ノ
学
校
経
費
支
出
等
悉

皆
経
伺
ノ
後
、
之
を
措
置
ス
ヘ
キ
順
序
ナ
レ
ト
モ
、
若
一
時
ト
雖
モ
校

（
マ
マ
、「
学
校
」ヵ
）

学
ヲ
閉

ル
中
ハ
学
校
勉
学
ノ
志
ヲ
挫
折
セ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
従
来
太
政
官
ノ
法
令
ニ
ヨ
リ

高
一
万
石
ニ
付
一
石
五
斗
ツ
々
ノ
学
費
ヲ
以
テ
旧
ニ
ヨ
リ
テ
之
ヲ
置
キ
以
テ
学

生
ニ
便
」
し
た
と
あ
り
、
文
部
省
・
大
蔵
省
へ
も
具
申
し
た
と
あ
る
。
学
校

経
費
に
つ
い
て
は
、
官
立
学
校
で
あ
る
た
め
従
来
明
治
政
府
よ
り
出
さ
れ
た
法

令
に
従
っ
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
月
に
官
立
学
校
立
誠
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堂
の
校
舎
が
頽
廃
し
た
た
め
文
部
省
、
大
蔵
省
へ
伺
い
を
た
て
県
庁
近
く
の
使

用
さ
れ
て
い
な
い
旧
屋
を
校
舎
に
当
て
て
い
る
。
山
形
県
は
明
治
政
府
直
轄
県

で
あ
る
た
め
、
官
立
学
校
に
関
す
る
事
は
全
て
、
明
治
政
府
へ
伺
い
を
立
て
て

対
応
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

同
年
二
月
二
十
七
日
に
は
、
旧
天
童
藩
校
養
生
館
の
仮
規
則
を
設
け
て
お

り
、
職
員
の
こ
と
学
科
こ
と
な
ど
が
取
り
決
め
ら
れ
、
二
十
九
日
に
は
、
従
来

の
養
生
館
の
教
授
、
職
員
の
職
を
解
き
、
支
庁
官
吏
が
毎
日
午
後
一
時
に
輪
番

で
一
切
の
事
務
を
整
理
し
て
、
捕
亡
吏
一
名
を
宿
直
と
し
て
お
い
て
、
書
籍
や

器
械
を
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
生
徒
の
昇
降
時
間
は
午
前
八
時
か

ら
四
時
ま
で
と
し
て
い
て
、
官
立
学
校
と
し
て
少
し
ず
つ
体
制
が
改
め
ら
れ
て

い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

（
３
）
普
通
学
校
設
置
準
備
と「
学
制
」に
よ
る
廃
校

し
か
し
、
明
治
五
年
四
月
十
日
に
は
文
部
省
の
意
向
を
受
け
て
、
在
来
す
る

学
校
を
廃
止
し
て
普
通
学
校
を
設
置
す
る
た
め
の
順
序
方
法
を
簡
略
し
て
定
め

て
い
る
。
そ
れ
が
、【
表
３
】で
あ
る
。

た
だ
、
中
学
校
の
設
置
予
定
地
を
確
認
し
て
み
る
と
、
官
立
学
校
と
し
て
報

告
さ
れ
て
い
る
四
校
の
う
ち
、
天
童
を
除
い
た
が
三
校
が
所
在
し
て
い
る
場
所

と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て
小
学
校
を
四
百
四
十
校
設
置
す
る
こ
と

が
計
画
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
山
形
県
下
の
普
通
学
校
設

立
に
向
け
て
、
教
育
機
関
の
整
理
が
は
じ
ま
っ
て
い
く
。
同
月
に
は
、
上
山
の

医
学
所
救
世
館
（
文
部
省
へ
の
報
告
で
は
、
済
世
館
）
を
廃
止
す
る
こ
と
が
決

定
し
、
普
通
小
学
校
設
置
の
た
め
学
区
取
締
（「
山
形
県
普
通
学
校
設
置
順
序

方
法
」
の
第
五
条
に
該
当
）
を
置
く
こ
と
と
し
て
、
佐
藤
利
兵
衛
、
長
谷
川
吉

郎
治
、三
浦
権
四
郎
、市
村
五
郎
兵
衛
、細
谷
良
珉
、細
谷
温
等
を
任
命
し
た
。

そ
し
て
、
四
月
二
十
七
日
に
山
形
学
校
立
誠
堂
、
上
山
学
校
明
新
館
、
天
童

学
校
養
生
館
、
新
庄
学
校
明
倫
堂
四
校
の
既
存
の
職
制
・
学
則
な
ど
を
調
査
し

て
上
申
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
学
則
を
確
認
す
る
と
、
藩
校
を
基
礎
と
し
な

が
ら
も
、
明
治
政
府
か
ら
の
布
告
な
ど
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
職
制
、
学
則
な

ど
が
整
備
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

5
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前
節
で
述
べ
た
通
り
、
明
治
五
年
ま
で
の
山
形
県
で
は
四
つ
の
官
立
学
校
が

存
在
し
、
そ
の
全
て
が
元
藩
校
で
あ
り
、
明
治
政
府
か
ら
の
近
代
学
校
制
度
制

定
ま
で
を
期
限
的
に
県
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

そ
の
た
め
、
明
治
五
年
八
月
三
日
に
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
を
も
っ
て

「
学
制
」が
発
布
さ
れ
た
こ
と
で
、
山
形
県
の
官
立
学
校
は
廃
止
が
確
定
す
る
。

其
地
学
校
之
儀
兼
テ
相
達
置
候
通
当
月
（
八
月
―
執
筆
者
）
晦
日
限
相
廃

候
ニ
付
夫
迄
書
籍
器
械
其
外
都
テ
官
物
ニ
係
ル
分
ハ
無
遺
漏
取
調
戸
長
へ

可
引
渡
此
段
相
達
候
事

八
月
晦
日
を
も
っ
て
廃
校
と
す
る
た
め
、
書
籍
や
器
械
な
ど
は
全
て
戸
長
へ

引
き
渡
す
よ
う
に
と
し
て
い
て
、
同
月
二
十
九
日
に
は
「
各
区
戸
長
及
教
官
へ

学
校
廃
校
ニ
付
教
官
ハ
一
切
廃
職
ノ
旨
」
を
布
達
し
て
、
そ
の
ほ
か
書
籍
や
器

械
な
ど
の
備
品
に
つ
い
て
は
、
戸
長
が
受
け
付
け
る
よ
う
に
指
示
を
し
て
い

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
段
階
的
に
廃
止
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た

よ
う
だ
。

翌
九
月
十
九
日
に
は
、
山
形
中
学
の
会
計
に
山
形
県
為
替
方
小
野
善
助
代
理

で
あ
る
長
浦
正
助
を
学
区
取
締
と
し
て
選
出
し
、
学
費
修
士
規
則
を
定
め
て
お

り
、
学
制
を
基
礎
と
し
た
教
育
政
策
が
始
動
し
て
い
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

た
だ
、
同
月
に
郷
学
校
の
設
立
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
文
部
省
に
具
申
し
て

い
る
。学

校
教
育
之
儀
厚
ク
被
仰
出
ノ
旨
モ
有
之
従
来
藩
ニ
取
設
候
学
校
廃
止
今

般
御
頒
布
之
学
制
ニ
従
ヒ
更
ニ
学
校
創
立
可
致
旨
御
達
之
趣
ニ
付
早
々
新

学
ノ
制
度
相
定
可
伺
出
候
処
管
内
人
口
ニ
課
シ
候
学
費
ノ
御
額
并
教
則
モ

未
タ
御
頒
布
無
之
ニ
付
詳
細
ノ
規
則
ハ
難
取
調
候
間
先
以
山
形
市
中
富
有

ノ
者
郷
学
取
設
方
之
儀
説
諭
ニ
及
候
処
何
共
奮
励
仕
り
指
当
り
別
紙
之
通

資
金
ヲ
献
シ
急
ニ
開
校
仕
度
段
申
出
候
仍
之
学
区
取
締
等
モ
別
紙
各
面
之

者
へ
申
付
山
形
七
日
町
時
宗
光
明
寺
ヲ
借
リ
用
当
分
居
り
合
セ
候
洋
学
算

学
ノ
教
師
ヲ
以
生
徒
召
集
当
廿
一
日
ヨ
リ
開
校
為
致
候
間
此
段
御
届
申
上

候
以
上

新
た
に
郷
学
を
設
置
す
る
に
あ
た
っ
て
、
山
形
市
中
の
有
志
へ
掛
け
合
い
献

金
に
よ
り
資
金
調
達
を
行
い
、
山
形
七
日
町
の
光
明
寺
を
当
分
の
間
校
舎
と
し

て
利
用
し
て
、
洋
学
、
算
学
の
教
師
を
呼
び
寄
せ
開
校
す
る
と
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
新
た
に
校
舎
を
建
設
す
る
ま
で
、
官
立
学
校
山
形
学

校
立
誠
堂
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
寺
院
を
校
舎
と
し
て
利
用
し
て
お
り
、
そ

れ
以
降
に
設
立
し
た
小
学
校
な
ど
の
教
育
機
関
に
も
使
用
さ
れ
た
記
録
は
見
つ

け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
他
県
の
学
校
創
設

時
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
旧
藩
校
（
立
誠
堂
な
ど
）
を
校
舎
と
し
て
利
用
す
る
と

い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
郷
学
校
規
則
が
設
け
ら
れ
、
小
中
学
校
の
設
立
に
よ
り
教
育
機
関

お
よ
び
教
育
体
制
が
整
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　

二

民
政
局
下
に
新
設
さ
れ
た
教
育
機
関

（
１
）
酒
田
民
政
局
の
設
置
と
教
育

前
章
で
確
認
し
た
山
形
県
の
官
立
学
校
は
、
旧
藩
校
が
母
体
と
な
り
運
営
が

さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
明
治
政
府
下
で
新
た
に
設
け
た
官
立
学
校
が
あ
る
。
そ

れ
が
、
酒
田
に
創
設
さ
れ
た
学
而
館
と
い
う
教
育
機
関
で
あ
る
。
次
は
こ
の
事

例
に
つ
い
て
設
立
か
ら
廃
校
と
な
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

6
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戊
辰
戦
争
後
、
東
北
の
各
地
に
は
民
政
局
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
戊
辰

戦
争
後
の
民
政
を
掌
握
す
る
目
的
で
お
か
れ
、
酒
田
に
は
民
政
局
に
加
え
て
軍

務
官
が
庄
内
を
統
治
し
て
い
た
。
戦
争
直
後
、
庄
内
に
は
明
治
政
府
軍
、
庄
内

藩
に
よ
る
施
政
の
継
続
、
民
政
局
の
新
設
と
混
乱
を
極
め
て
い
た
。
た
だ
明
治

政
府
は
、
日
本
海
側
の
流
通
拠
点
で
あ
っ
た
酒
田
を
掌
握
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
前
述
し
た
軍
務
官
と
民
政
局
を
置
い
た
が
そ
れ
に
よ
っ
て
混
乱
が
収
ま

る
こ
と
は
な
く
、
酒
田
町
奉
行
が
事
態
の
収
拾
に
勤
め
た
が
、
戦
後
処
理
等
で

酒
田
周
辺
の
混
乱
は
続
い
て
い
く
。

こ
れ
に
加
え
て
戊
辰
戦
争
の
処
分
と
し
て
、
庄
内
藩
の
会
津
若
松
転
封
が

明
治
政
府
よ
り
命
じ
ら
れ
、
酒
田
に
も
動
揺
が
走
っ
た
。
こ
れ
ら
を
鎮
圧
す
る

た
め
に
、
酒
田
民
政
局
の
組
織
強
化
に
乗
り
出
し
、
空
席
と
な
っ
て
い
た
民
政

局
長
官
に
西
岡
周
碩（
逾
明
）が
命
じ
ら
れ
た
。
西
岡
は
佐
賀
藩
の
支
藩
で
あ

る
蓮
池
藩
の
医
師
で
あ
り
、
明
治
元
年
十
二
月
二
十
三
日
に
民
政
局
取
締
り
を

命
じ
ら
れ
、
明
治
二
年
一
月
二
十
八
日
、
酒
田
民
政
局（
旧
亀
ヶ
崎
城
）へ
赴

任
し
た
。
当
時
の
酒
田
民
政
局
機
構
は
【
表
４
】
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
時
の

酒
田
民
政
局
の
課
題
は
農
民
に
よ
る
半
年
貢
要
求
と
庄
内
藩
転
封
阻
止
運
動
の

鎮
静
化
で
あ
っ
て
、
実
質
的
庄
内
藩
支
配
の
廃
除
の
た
め
、
軍
務
官
の
参
謀
船

越
洋
之
助
と
協
力
し
、
民
政
に
務
め
た
。
そ
の
一
つ
と
も
い
え
る
の
が
、
明
治

政
府
が
推
し
進
め
て
い
た
近
代
的
な
教
育
政
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
学
而
館
の
創
設

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
三
月
二
十
三
日
の
太
政
官
布
告
第
二
九
八
号
に
て
、

学
校
を
府
県
に
起
こ
し
教
育
の
普
及
を
は
か
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

時
期
の
明
治
政
府
の
考
え

と
し
て
、
戊
辰
戦
争
後
の

東
北
に
お
け
る
士
族
や
庶

民
た
ち
の
教
育
に
つ
い

て
、
府
県
に
学
校
を
新
設

し
政
治
と
教
育
を
分
け
ず

風
習
を
一
新
し
て
い
く
と

い
う
考
え
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
布
告
を
受

け
て
、
当
時
酒
田
民
政
局

の
民
政
局
長
西
岡
周
碩

は
新
た
な
学
校
創
設
計
画

を
進
め
た
。

『
酒
田
市
史
』
に
よ
る
と
、
城
下
町
の
鶴
岡
で
は
、「
儒
学
や
国
学
に
強
い

系
譜
を
も
つ
教
育
が
展
開
さ
れ
」、
酒
田
で
は
「
商
業
を
も
っ
て
身
を
立
て
る

町
民
が
利
殖
の
道
を
会
得
す
る
実
学
的
教
養
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
と

さ
れ
、
西
廻
り
航
路
の
主
要
な
港
が
あ
り
商
業
地
と
し
て
発
展
し
て
い
た
土
地

柄
を
考
え
る
と
納
得
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
の
子
弟
は
寺
子
屋
へ
行
き
文

字
の
読
み
書
き
を
学
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た『
飽
海
郡
誌
』
に
は
、
鶴
岡
藩
士
は
藩
校
の
致
道
館
で
修
学
す
る
こ
と

が
出
来
た
が
、
支
城
が
お
か
れ
て
い
た
酒
田
の
亀
ヶ
崎
城
在
番
の
藩
士
た
ち
は

思
う
よ
う
に
修
学
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
り
、
貶
黜
の
意
味
で
「
酒
田
勝
手
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
藩
士
加
賀
山
治
郎
太
夫
は
、
嘉
永

7
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三
年
（
一
八
五
〇
）
に
亀
ヶ
崎
学
校
の
創
立
を
企
て
、
荒
瀬
郷
ノ
内
谷
地
を
開

発
し
て
田
を
起
こ
し
、
そ
の
収
納
で
学
校
の
維
持
費
に
あ
て
る
計
画
を
立
て
大

庄
屋
へ
相
談
を
し
た
が
谷
地
の
手
配
が
思
う
よ
う
に
い
か
ず
、
失
敗
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
も
酒
田
に
は
藩
士
が
学
ぶ
た
め
の
藩
校
に

類
す
る
よ
う
な
教
育
機
関
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

酒
田
民
政
局
長
官
西
岡
周
碩
に
よ
る
学
校
創
設
は
か
な
り
急
速
に
進
め
ら
れ

た
よ
う
で
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

酒
田
港
ニ
於
て
、
学
校
相
建
立
度
候
間
、
読
書
ニ
志
有
之
候
者
、
姓
名
書

取
差
出
候
様
、
場
所
之
儀
者
当
分
精
閑
ニ
有
之
候
、
寺
院
相
撰
可
然
書
籍

之
儀
、
銘
々
持
合
候
丈
取
集
差
出
申
候
様
、
抑
学
校
之
義
ハ
大
義
名
分
を

明
ニ
致
、
聖
賢
之
教
ニ
不
背
様
勉
励
仕
候
儀
ハ
大
小
学
校
之
差
別
無
之
候

へ
共
、
郷
学
之
儀
ハ
臣
と
し
て
忠
を
尽
し
、
子
と
し
て
孝
を
尽
し
、
弟
と

し
て
不
敬
之
振
舞
無
之
様
、
専
一
ニ
教
方
有
之
度
候
、
其
内
抜
群
人
材
有

之
候
、
半
ハ
経
済
之
方
ニ
相
導
読
書
該
博
ニ
相
渡
候
上
ハ
、
東
京
大
学
校

江
も
差
遣
可
申
候
條
、
い
つ
れ
も
得
其
意
早
速
ニ
取
懸
候
様
申
付
候
間
、

猶
又
可
遂
吟
味
候
、
以
上
、

　
　
　
　

巳
六
月　
　
　
　
　
　
　
　

民

政

局

酒
田
港
に
学
校
を
創
設
す
る
の
で
学
修
に
志
が
あ
る
者
を
募
り
、
そ
の
な
か

か
ら
優
秀
な
人
材
は
東
京
大
学
校
に
て
学
ば
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。こ

れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
明
治
二
年
三
月
二
十
三
日
の
太
政
官
布
告
の

な
か
の
「
小
学
校
設
置
」
に
つ
い
て
、「
東
北
諸
国
皇
化
ニ
非
不
服
然
レ
ト
モ
昨

年
ノ
如
ク
奥
羽
士
民
方
向
ニ
迷
候
モ
畢
竟
文
教
未
開
故
ニ
候
是
ニ
ヨ
リ
所
在
府

県
新
ニ
学
校
ヲ
設
政
教
不
岐
維
新
之
化
ヲ
以
風
習
ヲ
丕
変
致
候
様
被
遊
度
」
と

記
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
海
側
の
流
通
拠
点
で
あ
る
酒
田
湊
を
抑
え
て
中
央

集
権
の
歩
を
進
め
る
た
め
に
も
、
一
刻
も
早
い
学
校
の
整
備
が
必
要
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

西
岡
は
学
業
掛
と
し
て
酒
田
町
の
大
庄
屋
野
附
彰
常
と
斎
藤
近
礼
を
選
出

し
、
民
政
局
御
用
掛
加
勢
・
蓮
池
藩
田
上
馬
之
助
、
軍
務
官
筆
生
・
松
江
藩
中

村
儀
三
郎
を
図
書
や
器
具
の
管
理
係
に
命
じ
て
い
る
。

指
導
者
に
つ
い
て
は
、
野
附
、
斎
藤
を
中
心
に
酒
田
町
長
人
・
庄
屋
な
ど
が

相
談
し
、
六
月
六
日
に
学
校
掛
と
し
て
任
命
さ
れ
た
、
酒
田
町
医
者
の
筒
井
酉

司
、
浜
田
村
の
農
民
宮
田
角
右
衛
門
、
酒
田
町
画
師
の
吉
泉
晋
太
郎
（
号
は
蘭

堂
）
の
三
名
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
名
は
こ
の
登
用
の
間
、
名
字
帯
刀
が
許
さ
れ

て
い
る
。
指
導
者
の
決
め
方
や
指
導
者
の
身
分
な
ど
を
考
え
て
も
、
三
月
に

出
さ
れ
た
府
県
に
小
学
校
を
設
置
し
、
な
お
か
つ
東
北
で
は
、
士
族
だ
け
で
な

く
庶
民
の
教
育
も
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
門
戸
が
開
か
れ
た
教
育
機
関

と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

ま
た
、
六
月
二
十
七
日
に
は
開
校
式
が
実
施
さ
れ
、
筒
井
、
宮
田
、
吉
泉
ら

に
よ
る
講
釈
の
後
、
西
岡
以
下
の
職
員
、
諸
生
徒
ら
が
受
講
。
そ
の
翌
日
よ
り

授
業
が
開
始
さ
れ
、
学
生
・
学
校
役
人
が
加
勢
し
た
の
は
、
同
月
二
十
二
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は
、「
出
席
五
十
五
人
内
二
十
七
人
経
学
歴
史
詩
会

江
罷
在
度
も
の

内
弐
人
寄
宿
願
同
二
十
一
人
素
読
願
」
と
あ
り
、
学
生
の
中
に
は
寄
宿
し
て

学
而
館
へ
入
学
を
希
望
し
た
も
の
、
約
半
数
の
も
の
は
素
読
を
希
望
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
七
月
三
日
に
学
校
の
件
に
つ
い
て
、
市
中
へ
布
告

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
史
料
で
あ
り
、
学
校
の
場
所
、
学
校
名
も

8
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記
載
が
さ
れ
て
い
る
。

学
校
之
儀
天
正
寺
を
以
当
分
御
取
立
ニ

相
成
学
而
館
と
被
相
称
候
條
町
人
た
り

と
も
有
志
之
者
ハ
其
筋
願
出
致
入
学
第

一
孝
弟
ニ
相
導
師
長
之
教
ニ
不
相
背
日

夜
勉
強
可
有
之
候
事

　
　
　
　

巳
七
月　
　
　

市

中

掛

　
　
　
　
　

年

寄

　
　
　
　
　

大
庄
屋

学
校
の
校
舎
は
当
分
の
間
、
天
正
寺
を
利

用
し
、
校
名
は
論
語
よ
り
「
学
而
館
」
と
称

さ
れ
町
人
で
あ
っ
て
も
有
志
の
者
は
願
い
出

れ
ば
入
学
が
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
勉

学
を
志
す
も
の
は
身
分
に
関
係
な
く
学
ぶ
こ

と
が
出
来
る
教
育
機
関
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
学
而
館
の
組
織
体
制
は
【
表
５
】

の
通
り
で
あ
り
、
句
読
師
の
森
と
西
野
の
両

名
が
会
計
を
兼
帯
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
小

関
は
在
任
中
に
病
没
し
た
た
め
、
小
柳
銀
次

郎
が
代
わ
り
と
な
っ
た
。
学
生
数
は
、
六
〇

〜
八
四
名
で
内
二
七
名
（
上
級
）
が
経
史
詩

文
、
約
五
〇
名
（
下
級
）
が
句
読
を
学
ん
だ

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
学
而
館
の
講
義

課
程
は
【
表
６
】
の
通
り
で
あ

り
、
約
一
〇
〇
名
の
学
生
が
身

分
に
関
係
な
く
、
学
而
館
で
学

ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
学
生
た
ち
の
中
か
ら

伍
長
を
若
干
名
選
び
、
各
自
世

話
を
さ
せ
て
管
理
を
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
明
治
三
年
一
月

に
は
、
前
年
に
百
日
以
上
出
席
し
た
も
の
に
賞
与
を
与
え
た
よ
う
で
、
金
百
疋

を
拝
受
し
た
も
の
も
い
た
。
前
述
し
た
通
り
、
約
百
名
の
学
生
が
学
而
館
へ

通
っ
て
い
た
の
だ
が
、
学
生
勧
誘
の
た
め
遠
藤
英
健
が
明
治
三
年
三
月
に
生
徒

倡
を
申
し
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
ま
で
は
学
校
の
運
営
体
制
も

整
い
、
更
に
学
校
の
拡
張
を
考
え
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。

（
３
）酒
田
県
の
廃
県
と
学
而
館
の
廃
止

軌
道
に
の
り
始
め
た
学
而
館
で
あ
っ
た
が
、
刻
々
と
変
化
す
る
当
該
期
の
制

度
や
組
織
体
制
の
影
響
も
あ
り
、
教
育
機
関
と
し
て
の
運
営
に
も
影
響
が
出
て

く
る
。

酒
田
で
は
明
治
二
年
七
月
に
軍
務
局
、
翌
八
月
に
民
政
局
が
廃
止
さ
れ
、
酒

田
県
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
酒
田
民
政
局
長
官
か
ら
県
大
参
事
と
な
っ

て
い
た
西
岡
は
、
酒
田
県
権
知
事
の
津
田
山
三
郎
が
辞
し
た
後
、
知
事
代
行
も

担
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
同
年
十
月
二
十
七
日
に
西
岡
は
失
政
の
た
め
仙

台
領
白
石
城
に
置
か
れ
た
按
察
使
府
に
謹
慎
と
な
り
、
一
ヶ
月
後
に
免
職
と

9
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な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、『
酒
田
市
史
』
に
よ
る
と
、
教
育
の

ほ
か
、
五
会
所
の
規
模
拡
張
に
伴
う
病
院
の
新
設
、
貧
民
施
薬
や
寄
宿
治
療
な

ど
の
整
備
に
奔
走
し
、
す
べ
て
公
費
で
支
弁
し
た
た
め
税
金
が
か
さ
ん
で
、
非

難
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
西
岡
の
謹
慎
中
に
酒
田
県
令
と
し
て
大
原
重
実
が
任
命
さ
れ
た
頃
は
、

酒
田
県
官
員
の
出
入
り
が
大
変
激
し
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
当
時
の
酒
田
県
の
歳
出
状
況
か
ら
、「
明
治
政
府
は
、
酒
田
県
を
緊

迫
し
た
国
家
財
政
再
建
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
が
、
そ
の
目
的
を
貫
徹
す
る
た

め
高
齢
者
の
祝
金
、
孝
悌
勤
勉
者
の
賞
与
、
鰥
寡
孤
独
の
者
の
救
恤
等
民
心
の

掌
握
を
図
る
と
共
に
、
学
而
館
の
設
置
や
天
長
節
の
施
行
に
よ
っ
て
、
民
心
教

化
を
推
し
進
め
た
」
と
あ
る
。

た
だ
学
校
の
運
営
は
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
き
、

明
治
三
年
九
月
二
十
八
日
に
酒
田
県
が
廃
県
と
な
っ
て
第
一
次
山
形
県
に
併

合
さ
れ
た
こ
と
で
、
同
年
十
月
二
日「
学
校
規
則
改
正
ニ
付
当
分
被
止
候
事
」

と
し
て
運
営
停
止
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
三
年
学
則
改
正
と
あ
る
が
、
第
一
章
の
な
か
で
説
明
し
た
酒
田
県
と
山

形
藩
が
統
合
し
た
際
に
官
立
学
校
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
四
校
に
は
含
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
廃
校
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
、
西
岡
周
碩
が
創
立
に
尽
力
し
た
学
而
館
は
約
一
年
三
ヶ
月
で
幕

を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

「
学
制
」
以
前
の
近
代
教
育
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
戊
辰
戦
争

に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
東
北
の
民
政
及
び
士
族
・
民
衆
の
教
育
体
制
の
整
備
は
急

務
な
課
題
で
あ
り
、
近
代
的
な
教
育
を
目
指
し
た
学
校
設
立
が
急
が
れ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
、
旧
藩
校
を
官
立
学
校
へ
移
行
し
て
利
用
し
た
場
合
と

政
府
直
轄
の
民
政
局
下
に
新
設
さ
れ
た
官
立
学
校
の
場
合
、
二
つ
の
教
育
機
関

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
を
分
析
し
た
。

版
籍
奉
還
、
廃
藩
置
県
を
経
て
設
立
し
た
酒
田
県
（
第
一
次
）、
山
形
県
（
第

一
次
・
第
二
次
）
の
な
か
で
、
そ
の
県
下
に
存
在
し
て
い
た
旧
藩
校
を
官
立
学

校
へ
移
管
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
山
形
県
は
明
治
政
府
が
急
務
と
し
た
「
府

県
学
校
」
の
設
立
お
よ
び
東
北
の
近
代
教
育
政
策
の
足
掛
か
り
と
し
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
旧
藩
校
の
体
制
を
継
承
し
つ
つ
、
明
治

政
府
が
推
進
し
た
教
育
政
策
に
倣
い
学
則
な
ど
の
基
本
的
体
制
を
整
え
て
い
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
旧
天
童
藩
校
を
移
管
す
る
際
に
、「
一
般
ノ
制
度
公
示
セ

ラ
ル
ヽ
迄
」
と
し
て
予
算
は
半
減
し
維
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
県
に
移
管

さ
れ
た
旧
藩
校
は
あ
く
ま
で
、「
普
通
学
校
」
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
の
限
定
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。『
山
形
市
史
』
に
も
山
形
学
校
立
誠
堂
の
教
官

や
生
徒
は
旧
藩
士
が
中
心
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
生
徒
に
つ
い
て
は
他
の
三
校
の
官
立
学
校
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
教
員
や
運
営
体
制
に
つ
い
て
は
、
旧
天
童
藩
校
養
生

館
の
事
例
か
ら
従
来
の
教
官
を
免
職
さ
せ
、
県
官
を
中
心
と
し
た
運
営
体
制
に

少
し
ず
つ
移
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
旧
藩
か
ら
県
管
轄
と
し
て
緩
や
か
に
変

容
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

10
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こ
れ
も
廃
藩
に
な
っ
た
こ
と
で
藩
校
も
同
時
に
廃
校
に
な
れ
ば
、「
学
校
勉

学
ノ
志
ヲ
挫
折
」
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
県
に
編
入
さ
れ
る

こ
と
で
新
た
に
学
校
機
関
を
設
け
る
こ
と
が
資
金
的
に
も
難
し
か
っ
た
と
言
え

る
こ
と
、
旧
藩
士
た
ち
の
混
乱
を
最
小
に
抑
え
る
た
め
に
も
旧
藩
校
の
官
立
化

は
必
要
事
項
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
旧
来
藩
士
教
育
機
関
が
整
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
酒
田
に
お
い
て
は
、

明
治
政
府
が
日
本
海
側
の
流
通
拠
点
で
あ
っ
た
酒
田
港
を
機
能
さ
せ
る
た
め
、

酒
田
民
政
局
を
設
置
し
て
混
乱
し
た
酒
田
の
掌
握
に
務
め
た
。
そ
の
長
官
を
つ

と
め
た
西
岡
周
碩
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
直
轄
の
民
政
局
下
に
官
立
の
教
育
機

関
と
し
て
、
学
而
館
が
設
置
さ
れ
、
同
館
は
旧
藩
士
の
み
な
ら
ず
学
修
に
志
が

あ
る
者
へ
門
戸
を
開
き
、
明
治
政
府
が
す
す
め
る
「
国
民
皆
学
」
に
よ
り
近
い

官
立
学
校
で
あ
っ
た
と
考
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
県
へ
の
編
入
や
西
岡
の
免
職

な
ど
に
よ
り
、
山
形
藩
と
統
合
し
て
再
編
さ
れ
た
酒
田
県
（
第
一
次
、
の
ち
に

第
一
次
山
形
県
）
に
、
学
而
館
が
移
管
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
廃
校
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
学
制
」
以
前
の
山
形
の
官
立
学
校
は
、
近
代
教
育
制

度
を
模
索
し
な
が
ら
明
治
政
府
の
方
針
に
沿
っ
て
体
制
を
整
え
つ
つ
も
、
い
ず

れ
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
一
般
ノ
制
度
」
が
だ
さ
れ
る
ま
で
の
一
時
的
な
体
制

で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

「
学
制
」
が
発
布
さ
れ
た
あ
と
は
、
官
立
学
校
は
移
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

明
治
政
府
に
よ
る
近
代
教
育
制
度
や
政
策
に
合
わ
せ
て
小
中
学
校
の
設
置
に
奔

走
し
て
い
っ
た
。

た
だ
、「
学
制
」
以
前
に
設
置
さ
れ
た
官
立
学
校
が
設
置
さ
れ
た
の
は
山
形

県
だ
け
で
は
な
い
た
め
、
同
時
代
の
他
県
に
設
け
ら
れ
た
官
立
学
校
の
事
例
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
、
東
北
地
方
を
は
じ
め
と
し
て
明
治
初
年
の
藩
校
お
よ
び
官

立
学
校
の
運
営
を
比
較
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
検
討
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
展
望
と
し
た
い
。

注１

明
治
維
新
に
お
け
る
民
衆
教
育
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
八
鍬
友
広
「
民
衆
教

育
に
お
け
る
明
治
維
新
」（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
講
座
明
治
維
新

第
十
巻

明
治
維
新
と
思
想
・
社
会
』
有
志
舎
、
二
〇
一
六
年
）
等
に
詳
し
く
整
理
、
分
析

お
よ
び
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

２

近
世
期
に
お
け
る
藩
校
研
究
と
し
て
は
、
笠
井
助
治
氏
が
『
近
世
藩
校
の
総
合

的
研
究
』
を
は
じ
め
全
国
を
網
羅
し
つ
つ
詳
細
な
調
査
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
近
年
で
は
、
諸
藩
の
個
別
研
究
や
自
治
体
史
に
お
い
て
、
藩
校
及
び
藩
学

の
成
立
や
教
育
内
容
、
組
織
な
ど
を
藩
政
改
革
と
の
関
連
性
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
お
り
、
合
わ
せ
て
諸
藩
教
育
や
思
想
形
成
な
ど
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
影
響
な
ど
が
分
析
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
先
行
研

究
の
成
果
に
依
拠
し
ま
と
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

３

地
方
制
度
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
千
田
稔
氏
・
松
尾
正
人
氏
『
明
治
維
新

研
究
序
説
―
維
新
政
権
の
直
轄
地
―
』（
開
明
書
院
、
一
九
七
七
年
）
を
画
期
と

し
、
松
尾
正
人
氏
の
『
廃
藩
置
県
』
中
公
公
論
社
一
九
八
六
年
、
同
『
廃
藩
置
県

の
研
究
』
ほ
か
、
府
県
制
に
つ
い
て
は
奥
田
晴
樹
氏
「
府
県
の
創
設
」（
明
治
維

新
史
学
会
編『
講
座
明
治
維
新
３

維
新
政
権
の
創
設
』有
志
舎
、
二
〇
一
一
年
）

な
ど
が
あ
る
。

４

拙
稿「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
藩
校
運
営
の
移
行
過
程
に
関
す
る
一
考
察
―
東
北

地
方
の
藩
校
を
中
心
に
―
」『
郡
山
女
子
大
学
紀
要
』五
七
、二
六
〇
〜
二
四
五
頁
。

５

前
掲
注
４
拙
稿
。

６
『
山
形
市
史
』
中
巻
（
近
世
編
）
一
九
七
一
年
、
下
巻
（
近
代
編
）
一
九
七
五
年
、
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山
形
市
史
編
さ
ん
委
員
会
。
上
倉
祐
二
編
『
山
形
県
教
育
史
』
山
形
県
教
育
研
究

所
、
一
九
五
二
年
。

７

川
瀬
同「
山
形

水
野
藩
校
」『
山
形
郷
土
史
研
究
協
議
会
研
究
資
料
集
』第
九
号
、

山
形
郷
土
史
研
究
協
議
会
、
一
九
八
六
年
。

８

そ
の
ほ
か
、
大
石
学
編
『
近
世
藩
制
藩
校
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）、『
日
本
教

育
史
資
料
集
』１（
文
部
省
）、『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）を
参
考
と
し
た
。

９

木
村
礎
・
藤
野
保
・
村
上
直
編『
藩
史
大
事
典
』第
１
巻
北
海
道
・
東
北
編（
雄

山
閣
、
一
九
八
八
年
）
に
は
、
弓
術
・
馬
術
・
槍
術
・
剣
術
・
砲
術
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
る
。

10

前
掲『
日
本
教
育
史
資
料
集
』１
、「
山
形
藩
立
誠
堂
」項
目
。

11
「
公
文
録
」
明
治
元
年
・
第
四
十
七
巻
・
戊
辰
十
月
〜
己
巳
五
月
・
昌
平
開
成
両

学
校
伺（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
請
求
番
号
：
本
館
―
公
〇
〇
〇
四
七
一
〇
〇
）

12
「
山
形
県
史
一
一

政
治
之
部

学
校（
明
治
三
―
七
年
）」（
国
立
公
文
書
館
蔵
、

請
求
番
号
：
本
館
―
府
県
史
料
山
形
―
〇
〇
〇
一
）

13

前
掲
注
10「
府
県
史
料

山
形
県
史
」に
記
載
さ
れ
た
表
を
基
に
作
成
し
た
。

14

前
掲
注
10「
府
県
史
料

山
形
県
史
」。

15

前
掲
注
10「
府
県
史
料

山
形
県
史
」。
こ
の
仮
規
則
に
は
、
職
員（
都
講
・
学
監
・

助
教
・
典
籍
・
主
計
）、
学
科
は
普
通
学
と
あ
り（
句
読
・
習
字
・
算
術
・
皇
学
）

と
し
て
規
程
が
な
さ
れ
て
い
る
。

16

近
代
教
育
制
度
に
お
け
る「
普
通
学
」お
よ
び「
普
通
学
校
」に
つ
い
て
は
、
熊
澤

恵
理
子
氏
が
『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
教
育
の
近
代
化
に
関
す
る
研
究
』（
風
間

書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
の
な
か
で
、「
普
通
学
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
先
行
研
究
を

整
理
し
、
そ
れ
ま
で
制
度
的
視
点
か
ら「
府
県
施
政
順
序
」と「
中
小
学
規
則
」の

系
譜
に
よ
り
考
察
を
行
う
手
法
に
対
し
、
静
岡
藩
沼
津
兵
学
校
に
着
目
し
て
学

校
規
則
の
作
成
に
あ
た
っ
て
主
要
な
学
校
構
想
を
具
体
的
に
追
求
し
教
育
を
お

こ
な
っ
た
の
か
、
ま
た
育
英
舎
に
お
い
て
西
周
が
講
じ
た
「
普
通
学
」
か
ら
考
察

を
展
開
し
て
い
る
。
熊
澤
氏
は
、「「
学
制
」
以
前
に
お
け
る
「
普
通
学
」
の
形
成

過
程
は
、
幕
末
期
の
教
育
近
代
化
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
国
際
社
会
を
意
識
し

た
近
代
的
な
教
育
の
在
り
方
を
模
索
す
る
過
程
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
専
門
課
程

に
対
す
る
基
礎
課
程
、
あ
る
い
は
市
民
社
会
の
人
材
と
し
て
の
教
養
教
育
の
確

立
を
め
ざ
し
た
も
の
」（
三
五
九
頁
）と
し
て
い
る
。

17

こ
の
時
、
学
区
取
締
に
任
命
さ
れ
た
、
佐
藤
利
兵
衛
（
山
形
十
日
町
）、
長
谷
川

吉
郎
治（
同
上
）、三
浦
権
四
郎（
山
形
四
日
町
）、市
村
五
郎
兵
衛（
山
形
六
日
町
）

の
そ
れ
ぞ
れ
豪
商
で
あ
り
、
細
谷
良
珉
・
細
谷
温
は
十
日
町
の
医
師
。

18

前
掲
注
10「
府
県
史
料

山
形
県
史
」。

19

前
掲
注
10「
府
県
史
料

山
形
県
史
」。

20

前
掲
注
10「
府
県
史
料

山
形
県
史
」。

21

庄
内
の
会
津
転
封
に
関
す
る
詳
細
は
、『
酒
田
市
史
』
下
巻
、「
第
二
章
維
明
治

政
府
と
酒
田

第
二
節
庄
内
藩
の
会
津
若
松
転
封
」参
照
。

22
『
鶴
岡
市
史
』
中
巻
（
鶴
岡
市
役
所
、
一
九
七
五
年
）
第
一
編
明
治
初
期
の
鶴
岡

第
二
章
維
明
治
政
府
と
庄
内
藩

第
二
節
若
松
転
封
中
止
後
の
運
動
と
酒
田
民

政
局
に
詳
し
い
。

23

西
岡
周
碩
酒
田
表
取
締
被
仰
付
ノ
件
「
記
録
材
料
・
諸
侯
・
鍋
島
二
、
鍋
島
肥

前
守
直
大
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
請
求
番
号
：
記
〇
〇
二
九
三
一
〇
〇
）

24

明
治
二
年
三
月
二
十
三
日
諸
府
県
ニ
小
学
校
ヲ
設
ケ
教
育
ノ
道
ヲ
施
行
セ
シ
ム

「
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
〜
明
治
四
年
・
第
百
十
七
巻
・
学
制
・
学
制

二
」請
求
番
号
：
太00117100

、
国
立
公
文
書
館
蔵

25

民
政
局
は
戊
辰
戦
争
後
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
直
轄
地
化
さ
れ
た
土

地
に
開
設
さ
れ
、
庄
内
を
統
治
す
る
た
め
に
酒
田
民
政
局
及
び
軍
務
官
が
設
置

さ
れ
る
。
当
初
は
、
参
謀
船
越
洋
之
助
が
統
括
し
、
本
陣
を
上
林
右
衛
門
宅
に
、

軍
制
役
所
を
尾
関
又
兵
衛
宅
へ
お
い
て
、
亀
ヶ
崎
城
（
酒
田
）
の
接
収
と
整
理
が

完
了
す
る
ま
で
の
間
役
所
は
民
間
に
設
け
た
。
軍
務
官
お
よ
び
民
政
局
の
詳
細

は
、『
酒
田
市
史
』
下
巻
（
酒
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
酒
田
市
、
一
九
九
五
年
）

「
第
二
章
維
明
治
政
府
と
酒
田

第
一
節
軍
務
官
と
酒
田
民
政
局
」に
詳
し
い
。

26

前
掲
注
21『
酒
田
市
史
』下
巻
。

27

斎
藤
美
澄
編『
飽
海
郡
誌
』巻
之
二（
山
形
県
飽
海
郡
、
一
九
二
三
年
）第
五
編
第

二
項
学
而
館（
五
一
〜
五
八
頁
）。

28

前
掲
注
27『
飽
海
郡
誌
』五
五
〜
五
六
頁
。
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29

前
掲
注
27『
飽
海
郡
誌
』「
野
附
氏
懐
中
御
用
留
」五
七
頁
。

30

前
掲
注
27『
飽
海
郡
誌
』「
野
附
氏
懐
中
御
用
留
」五
七
頁
。

31

前
掲
注
27『
飽
海
郡
誌
』五
六
頁
。

32

酒
田
県
は
、
羽
後
国
飽
海
郡
に
、
同
由
利
・
仙
北
両
郡
を
加
え
、
羽
前
国
田
川

郡
の
天
領
に
米
沢
藩
の
高
畠
出
張
所
管
内
を
加
え
、
村
山
地
方
の
天
領
を
寒
河

江
長
岡
支
局
扱
い
と
し
四
口
合
わ
せ
て
二
十
五
万
余
石
で
あ
っ
た
。
明
治
三
年

九
月
二
十
八
日
第
一
次
山
形
県
に
併
合
さ
れ
て
山
形
県
酒
田
出
張
所
が
置
か
れ

た
。

33

前
掲
注
21『
酒
田
市
史
』下
巻
、「
第
八
章
文
明
開
化
の
世
相

第
二
節
学
生
頒
布
」

三
一
一
頁
。

34

前
掲
注
33『
酒
田
市
史
』下
巻
。

35

第
一
次
山
形
県
、
第
二
次
山
形
県
に
つ
い
て
は
第
一
章
に
て
整
理
し
て
い
る
が
、

第
二
次
山
形
県
設
立
の
際
に
酒
田
は
山
形
県
か
ら
は
ず
れ
、
酒
田
県
（
第
二
次
・

田
川
郡
・
飽
海
郡
）と
し
て
成
立
し
た
。

36

前
掲
注
23『
飽
海
郡
誌
』「
野
附
氏
懐
中
御
用
留
」五
六
頁
。

37

前
掲
注
６『
山
形
市
史
』下
巻
、
四
四
一
頁
に
は
、「
教
官
そ
の
他
の
資
格
」に
つ

い
て
は
記
録
が
な
い
が
、
お
そ
ら
く
旧
藩
士
の
有
能
の
士
や
県
官
が
こ
れ
に
当

り
、
生
徒
は
も
ち
ろ
ん
旧
藩
士
弟
に
限
ら
れ
た
。」と
あ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
一
年
度

科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
教
育
政

策
に
お
け
る
政
策
終
了
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
実
証
研
究
」（
基
盤
研
究
（
ｃ
））、
課
題
番
号

１
９
Ｋ
０
２
７
９
０
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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明治初年の東北地方における官立学校について
―山形藩校と学而館の事例を中心に―

About public schools in the Tohoku region in the fi rst year of the Meiji era

佐　藤　愛　未

Megumi Sato
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